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会員の皆様に寄り添い　共に前進する尾西商工会
〒 494-0007	 一宮市小信中島字川南 36　尾西商工会　　TEL. ６２－９１１１　FAX. ６２－９１１２
★ホームページアドレス　http://www.owari.ne.jp/~bisaishi/　★ E-mail アドレス　 bisaishi@owari.ne.jp

No.74

　会員企業のご協力により、商工会館１階ロビーに、紳士・婦人服地・撚糸等の繊維製品及びプラスチック素材
などの工業製品を展示・紹介しております。
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普 通 貸 付
 ほとんどの業種の中小企業の方にご利用いただけます。
 （金融業、投機的事業、一部の遊興娯楽業等の業種の方はご利用になれません。）

資金のお使いみち 運 転 資 金 設 備 資 金 特 定 設 備 資 金
融 資 限 度 額 ４，８００万円 ７，２００万円
返 済 期 間
 （うち据置期間） 

５年以内
（１年以内）

１０年以内
（２年以内）

２０年以内
（２年以内）

利　　　　率（年）
基準利率（２．１６％ ～ ２．３５％）　　※　利率は令和２年３月２日現在
お使いみち、ご返済期間または担保・保証人の有無によって異なる利率が適用
されます。

保 証 人 ・ 担 保 ご融資に際しての保証人・担保（不動産、有価証券等）などについては、お客様
のご要望を伺いながらご相談させていただきます。

事業承継 ･ 集約 ･ 活性化支援資金のご案内

対 象 者

1．�中期的な事業承継を計画し、現経営者が後継者（候補者を含みます）と共に
事業承継計画を策定している方

2．安定的な経営権の確保等により、事業の承継・集約を行う方
3．�中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律（経営承継円滑化法）第

12 条第 1 項第 1 号の規定に基づき認定を受けた中小企業者の代表者または
同法第 12 条第 1 項第 3 号の規定に基づき認定を受けた事業を営んでいない
個人の方

4．�事業承継に際して経営者個人保証の免除等を取引金融機関に申し入れたこと
を契機に取引金融機関からの資金調達が困難になっている方であって、公庫
が融資に際して経営者個人保証を免除する方

5．�事業の承継・集約を契機に、新たに第二創業（経営多角化 ･ 事業転換）また
は新たな取組を図る方（第二創業後または新たな取組後、おおむね 5 年以内
の方）

融 資 限 度 額 ７, ２００万円（うち運転資金４, ８００万円）
返 済 期 間
 （うち据置期間） 

設　備　：　2 ０年以内（２年以内）
運　転　：　　７年以内（２年以内）

利　　　　率（年） 基準利率、特別利率 A、特別利率 B
担 保 ・ 保 証 人 お客様のご要望を伺いながらご相談させていただきます。

個 別 融 資 相 談 会 の ご 案 内

※ 相談希望の方は、2 日前までに商工会までご連絡ください。
※ 相談の際には、確定申告書・決算書（直近２期分）等をご持参ください。

日　　時　　令和２年  ４月１６日（木）午後１時３０分～３時
　　　　　　令和２年  ５月２１日（木）午後１時３０分～３時
　　　　　　令和２年  ６月１８日（木）午後１時３０分～３時
会　　場　　尾西商工会館　２階　会議室
相談応対　　日本政策金融公庫　一宮支店職員

マ ル 経 融 資 （小規模事業者経営改善資金）
対 象 者 従業員２０人（商業・サービス業５人）以下の中小事業者

融 資 限 度 額 ２, ０００万円　（１, ５００万円超は別途要件あり）

返 済 期 間 ・ 利 率
 （うち据置期間） 

設　備　：　１０年以内（２年以内）　　　　年１．２１％  　
運　転　：　　７年以内（１年以内）　　　　　※　利率は令和２年３月２日現在

保 証 人 ・ 担 保 担保不要、保証人不要、商工会の推薦が必要

（ ※参考　マル経融資　昨年度（H31/4 ～Ｒ 2/3）実績：推薦申込 15 件　融資決定 15 件 ）
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Ｐ１…◦１階ロビー常設展示
Ｐ２…◦個別融資相談会のご案内
Ｐ３…◦行政書士無料相談のご案内
　　　◦商工会イベント情報・活動報告
Ｐ４…◦商工会イベント情報・活動報告

Ｐ５～６…◦時間外労働の上限規制（抜粋）
Ｐ７………◦�小規模企業共済制度／経営セーフティ共済制度
Ｐ８………◦�個人企業経済調査のお知らせ
　　　　　◦尾西あじさいまつりのご案内
　　　　　◦新型コロナウィルス無料電話法律相談（ご案内）

◎　お買い物は、市内商店をご利用ください。

商 工 会 イ ベ ン ト 情 報 ・ 活 動 報 告

暮らしや事業の中でいろいろな悩み・トラブル　そんなときこそ、行政書士にご相談ください。（要予約）
■ 開催日時　お申込により日程調整させていただきます。
■ 開催場所　尾西商工会館 ２階 会議室
　　　　　　　　行政書士法における業務範囲内でのご相談をお引き受けいたします。

○相続（遺産分割協議書）･ 遺言　○各種契約書 ･ 合意書　○不動産関係　　外

行政書士無料相談のご案内

商　　工　　会　　行　　事　　日　　程
４月 ５月 ６月

　９日　会員優待旅行（中止）
１６日　個別融資相談会
随　時　行政書士無料相談

１８日　通常総代会
２１日　個別融資相談会
随　時　行政書士無料相談

１３・１４日　尾西あじさいまつり
１８日　個別融資相談会
随　時　行政書士無料相談

　日本銀行 名古屋支店長 清水季子 氏をお招きし、新春経済講演会を開催いたしました。
　「日本経済は今、2012年１２月から７年以上に渡って景気回復を続けているが、いざなぎ景気や平成景気
のバブルとか高度成長と言われた頃のダイナミックな感じと比較すると、とても８５か月も景気回復してい
る実感が持てないというのが皆さんの感想だと思う。
　その理由は、経済の実力を示す潜在成長率の差で、かつてバブルと言われた８０年代・９０年代の頃は
４％近かったが、今は１％弱。この潜在成長率の差からくるギャップだと思う。
　日本は今、実力どおり成長している。この成長のポイントが労働投入と設備投資である。
　具体的には、労働投入については、総人口は減っているものの、女性や高齢者・外国人の労働者が増加す
るなど、働き手が多様化している。また、設備投資については、コンピュータ・ソフトウエア投資、省力化
投資などが増えて成長を支えている。
　特に１００年に一度の転換期と言われる自動車産業では、電気自動車・自動運転などの研究開発は、売上
が落ちても投資しなければならず、こうした投資によって日本経済全体の成長メカニズムが回り続けてい
る。これからも企業の売上・収益・設備投資計画がしっかりしている中で、景気の拡大基調は続くと思って
いる。
　海外情勢は、ＩＭＦによる世界経済見通し（2019年１０月時点）が発表され全体としては2019年が
３.０％、2020年は３.４％という成長率で、去年よりは今年の方が成長していくという見通しとなってい
る。先行きについては、2019年非常に心配された貿易摩擦が続いてしまうと世界経済も成長しにくい。
　このほか、英国のＥＵ離脱問題、地域経済格差を背景とするドイツや中国・香港を巡る政情不安など、今
後も情勢に留意する必要がある。」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（１月24日（金）開催）

　精密板金・レーザープレス加工等を手掛ける、株式会社浜野製作所 代表取締役 浜野慶一 氏をお招きし、
セミナーを開催いたしました。
　「自社の強み」を経営に活かし、常に新しい「ものづくり」にチャレンジする行動力を持つ浜野氏。様々な
不運を乗り越え、厳しい環境の中で急成長を遂げたその情熱のある講演に、とても良い刺激を受けることが
できました。1時間半という短い時間でしたが、受講者の反応は好評でした。　　 　　（２月5日（水）開催）

実施報告　　青年部・女性部セミナー「どこにも負けない！ものづくりへの挑戦」

実施報告　　新春経済講演会 「最近の金融経済情勢と今後の展望」
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　「フラワーアレンジ教室」は毎回季節のお花を使っ
て綺麗に仕上ります。先生の二十四節気にちなんだ興
味深いお話もあり、とても勉強になります。そして「太
極拳と健康体操教室」は室内で無理なく運動できるの
で、気分転換や軽い運動を考えている方にはおすすめ
です。どちらの教室も女性部員でなくても参加できま
すのでお気軽にご参加ください。

　女性部では教室企画の他にも地域振興やボランティ
ア活動なども行っています。一緒に活動する方を募集
していますので尾西商工会事務局までご連絡くださ
い。

【扇芳閣での昼食風景】
　伊勢神宮（内宮・外宮）に参拝し、健康や商売
繁盛を祈願しました。（参加者 83 名）

会員優待旅行　1月 21日開催

青年部だより（部員大募集中！） 女性部だより（部員大募集中！）

　青年部では、将来地域を支える子どもたちの育成に
寄与するため、地域の小学校を対象に児童教育に必要
な備品等の寄贈を行っています。今年は、一宮市立朝
日東小学校へ「一輪車４台」を贈呈し、１月27日に全
校生徒の前で贈呈式を行いました。
　また、２月５日に㈱浜野製作所 代表取締役 浜野慶
一氏をお招きし、「どこにも負けない！ものづくりへ
の挑戦」をテーマに経営者・後継者向けのセミナーを
開催いたしました。自分たちの強みを生かし、常に新
しいものづくりにチャレンジする情熱と行動力をもつ
浜野氏の講演は、経営者・後継者の心構えとしてとて
も刺激のあるものでした。
　これからも青年部では地域貢献はもちろん、経営者
としての資質向上のため講習会・勉強会を主催してい
きます。45歳未満の経営者・後継者の方、ぜひ青年
部へご加入していただき、異業種交流・同世代の仲間
を作りませんか。お気軽にお問い合わせください。

第９回定例理事会
開催日時　令和2年1月16日（木）　午後3時～
決議事項　第1号議案　�第23回優良従業員表彰について
　　　　　第2号議案　�新年賀詞交歓会収支報告について
　　　　　以下　第3号議案 ～ 第6号議案

第10回定例理事会
開催日時　令和2年2月10日（月）　午後3時～
決議事項　第1号議案　会員増強キャンペーンについて
　　　　　第2号議案　会員優待旅行について
　　　　　以下　第3号議案 ～ 第6号議案

第11回定例理事会
開催日時　令和2年3月9日（月）　午後3時～
決議事項　第1号議案　�令和2年度事業計画概要（案）につい

て
　　　　　第2号議案　�尾西商工会定款の一部改正（案）に

ついて
　　　　　以下　第3号議案 ～ 第5号議案

理 事 会 報 告

今年度も開催します！
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（改正前）上限規制の
イメージ

１年間＝ か月

法定労働時間
１日８時間
週 時間

上限なし
年６か月まで

大臣告示による上限
（行政指導）
月 時間
年 時間

（改正後）
法律による上限
特別条項 年６か月まで
年 時間
複数月平均 時間＊
月 時間未満＊

＊休日労働を含む

 今回の改正によって、法律上、時間外労働の上限は原則として月 時間・年 時間と
なり、臨時的な特別の事情がなければこれを超えることができなくなります。

 臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合（特別条項）でも、以下を守らなけれ
ばなりません。
 時間外労働が年 時間以内
 時間外労働と休日労働の合計が月 時間未満
 時間外労働と休日労働の合計について、「２か月平均」「３か月平均」「４か月平
均」「５か月平均」「６か月平均」が全て１月当たり 時間以内

 時間外労働が月 時間を超えることができるのは、年６か月が限度

 上記に違反した場合には、罰則（６か月以下の懲役または 万円以下の罰金）が科され
るおそれがあります。

時間
時間

法律による上限
（原則）
月 時間
年 時間

特別条項の有無に関わらず（※）、１年を通して常に、時間外労働と休日労働の合計は、月
時間未満、２～６か月平均 時間以内にしなければなりません。

︕

（※）例えば時間外労働が 時間以内に収まって特別条項にはならない場合であっても、時間外労働＝
時間、休日労働＝ 時間、のように合計が月 時間以上になると法律違反となります。

時間外労働の上限が罰則付きで法律に規定されます。
さらに、臨時的な特別な事情がある場合にも上回ることができない上限が
設けられます。

Point

「働き方改革関連法」
（改正内容抜粋） 時間外労働の上限規制 大　企　業：2019 年４月～

中小企業：2020 年４月～
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上限規制の適用が猶予・除外となる事業・業務があります。Point

限度時間を超えて労働させる労働者の健康・福祉を確保してください。（指針第８条）Point

�

�

�

�

�
�

�

�
�
�

�

�
�

�

３６協定で定める時間外労働及び休日労働について留意すべき事項に関する指針　より抜粋
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プラスチック成形・加工

株式会社　森　　熊
〒494－0012 一宮市明地字寺南５１番地

ＴＥＬ〈0586〉69 － 0111 番
ＦＡＸ〈0586〉69 － 0112 番
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◇日時　令和2年6月13日(土)・14日(日)
◇会場　一宮市三条　御裳神社
　神社内に咲くアジサイの観賞と併せて抹茶の野点、詩舞、
和太鼓などのアトラクションをお楽しみください。

第 20 回 尾西あじさいまつりのご案内

 
 
 
 
 
 

 

 


